
入札公告 

 

公募型企画競争入札について、次のとおり公告する。 

 

令和１年１０月３１日 

 

                    経理責任者 

                     独立行政法人地域医療機能推進機構 

                       玉造病院  院長  池田 登 

 

１ 入札に付する事項 

（１） 入札件名及び数量   

     診療材料物品管理業務委託（以下「院外ＳＰＤ」という。） 

     ＳＰＤ管理診療材料購入 

（２）入札件名の内容   

    入札説明書及び仕様書による 

  （３）履行期間   

     令和２年４月１日～令和５年３月３１日 

  （４）履行場所   

     ＪＣＨＯ玉造病院 

（５）選定方法 

    請負者の選定は、提出された『企画提案書』と当該業務委託に係る『見積価格』を 

総合評価により落札者を決定する。 

 

２ 公募型入札の目的 

  ＳＰＤ業務は、良質で効率的な医療サ－ビスを安定して提供する一環として、物品調達管理の 

 効率化を図る必要性から専門的知識を持つ業者との業務委託が必要と考える。また物流管理のみ 

 ならず、診療材料の調達コスト削減を目的とし、選定にあたっては提示金額と伴に入札参加資格 

 者の企業姿勢・職員教育・実績等を総合的に勘案し選定するため、公募型企画競争とする。 

 

３ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

  （１）独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則（以下契約事務取扱細則という）第 

     ５条及び第６条の規定に該当しないものであること。 

  （２）令和１年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において「物品・販売等」のＡ、 

        Ｂ又はＣの等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者であること。 

 （３）当院が希望するＳＰＤ業務の受託経験を５年以上有すること。 

 （４）日本国内において、院外物品・情報管理システム納入実績について２施設以上 

     の納入実績を有すること。 



 （５）入札説明書及び仕様書、契約書（案）に記載されている事項であること。 

 （６）社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、 

     国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）に加入し、該当する制度の保険料 

        の滞納がないこと。 

 （７）資格審査申請書又は添付書類の虚偽の事実を記載したもの、又は過去３年間において虚偽 

        の事実を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度が極度に悪 

        化したもの等については、競争に参加させないことがある。 

 （８）独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規定第２条の各号に該 

    当しないもの。（別添２参照） 

 

４ 入札の予定について 

（１） 入札参加希望者の申込み 

   競争参加希望者は、令和１年１１月２９日（金）１５時までに次の申込書類を玉造病院 

経理課まで提出すること。 

   なお、持参のみの受付とし、郵送での提出のあった書類は受理しない。 

    ① 公募型企画競争参加資格審査申込書 (様式第１号) 

    ② 添付書類 

       ア  官公庁に提出している「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」及び「資格審査結 

果通知書」の写し 

       イ 営業経歴書 

     ウ 事業概況 

     エ 登記簿謄本の写し 

     オ 法人税又は所得税及び消費税の納税証明書 

    カ 保険料納付に係る申立書 

     キ 財務諸表 

    ク その他 

    営業にあたっての許可・認可等が義務付けられている者にあっては、その許可証等の写し 

  

（２） 資格審査結果通知 

    ３の資格要件に基づき、競争参加資格者として適切であるかどうかの審査を行い、資格審 

査結果通知書により通知する。 

 

 （３） 入札要項書等の交付 

    入札参加希望申込時に入札要項書（説明書）、本件仕様書、質疑応答書を交付する。 

交付の申し込みの際に本公告に添付している「機密保持に関する誓約書」を持参すること。 

  

（４） 企画競争応募方法 

   ① 提出期限 令和１年１１月２９日（金）１７時まで 

   ② 提出書類 見積書（封印）・企画提案書（原本１部、写し１０部） 



 

（５） 提出方法 

     持参のみの受付とし、郵送で提出のあった書類は受理しない。 

     島根県松江市玉湯町湯町１－２ 

   玉造病院 １階 事務局経理課 

     電話 0852-62-1560 

  

（６） 見積書開封日 

   ① 日 時 令和１年１１月２９日（金）１７時００分 

   ② 場 所 玉造病院内 １階会議室 

  

（７） 公募型企画競争執行日 

   ① 日 時 令和１年１１月２９日（金） 

  

（８）決定方法 

     契約審査委員会において見積提示額と併せ企画提案内容を採点表にて評価し、最も得点 

の高い業者を交渉権者として決定する。 

     また、交渉権者の氏名及び住所を、決定後速やかに公募型企画競争参加者へ通知する。 

 

５ その他 

（１）提出された企画提案書は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことは出 

来ない。 

（２）提出された企画提案書は非公開とし、返却はしない。 

（３）企画提案書の内容について、当該契約の選定以外に無断で使用することはしない。 

（４）虚偽の記載を企画提案書は、無効とする。 

（５）企画提案書等の作成及び提出に係る費用は、提案者の負担とする。 

（６）追加で資料提出またはプレゼンテ－ションを依頼することがある。 

 

６ 問合せ先 

  本件に係る詳細についての問い合わせは下記のとおり。 

 

  ＜問い合わせ先＞ 

    ≪施設住所≫ 〒699-0293 島根県松江市玉湯町湯町1-2 

    ≪施設名≫ 独立行政法人地域医療機能推進機構 玉造病院 

    ≪部署≫ 経理課 

    ≪担当≫ 野口 

    ≪電話≫ 0852-62-1560 

    ≪ＦＡＸ≫ 0852-62-2546 

 



別紙３ 

機密保持に関する誓約書 

令和  年  月  日 

 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

玉造病院 

院長 池田 登 殿 

住 所（所在地） 

氏 名（法人名）                 印 

（代表者名） 

 

電話番号 ：（     ）    －          

E-mail ：                            

 

                      （以下「当社」という。）は、診療材料物品管理業

務委託及びＳＰＤ管理診療材料購入の入札（以下「本件目的」という。）を行うにあたり、機構から当

社に対して開示される機密情報（以下「機密情報」という。）の取扱いに関し、以下各条のとおり誓約

します。 

 

（機密情報の定義） 

第１条 本件機密情報とは、本件目的の実施にあたって書面・口頭その他開示の方法を問わず開示 

される一切の情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報については、この限りで 

はありません。 

（１） 開示を受ける以前より、自ら保持し、又は第三者から入手していた情報。 

（２） 開示を受ける時点で既に公知であった情報、又はその後公知となった情報。 

（３） 守秘義務を負わない第三者から正当に入手した情報。 

（４） 当社が機密情報を利用せずに独自に開発した情報。 

（５） 貴院から書面により開示の承認を得た情報。 

 

（機密情報の取扱期間） 

第２条 本誓約書の有効期間は、貴院が存続する期間継続するものとします。 

 

（表明及び保証） 

第３条 貴院が機密情報の内容の正確性、完全性及び最新性につき何らの表明及び保証（明示か黙 

示を問わない。）を行なわないことを当社は了承します。 

２ 当社は、機密情報が不正確であった場合等においても、これについて貴院に対し損害賠償の請 

求その他一切の異議を申し立てないものとします。 

（機密情報の取扱い） 



第４条 当社は、機密情報について厳に機密を保持し、本件目的のみのために使用するものとし、 

本誓約書において認められた場合を除き、第三者にこれを開示し、漏洩し、公表しません。 

２ 当社は、当社及びその関連会社の社内においても、本件目的達成のために関係する、必要最小 

限の役員及び一部特定の従業員以外の役員及び一般従業員に対しては、一切情報を開示せず、ま 

た情報の開示を受ける一部特定の従業員に対しても、在職中及び退職後においても機密を完全に 

厳守せしめ、かつ本件目的以外に使用させないよう万全の措置を講じます。 

 

（機密情報取扱いの例外） 

第５条 当社は、機密情報の開示の相手方として事前に貴院の書面による同意を得た者及び次に掲 

げる者に対して、合理的に必要とされる範囲の情報を開示することができるものとします。 

（１） 顧問弁護士、会計監査人 

（２） 機密の厳守及び本件目的以外の利用禁止を条件として、本件目的の実施に関し助言を求める会 

計士、その他外部の専門家 

（３） 裁判所又は行政庁から法令に基づき機密情報の開示にかかる命令を受けた場合における当該官 

公署 

（４） 法令に基づき当社を監督する官公署又は団体からその監督の目的のために機密情報の開示にか 

かる要請を受けた場合における当該官公署又は団体 

 

（善管注意義務） 

第６条 当社は、善良なる管理者の注意をもって、貴院又は貴院の指定する者より交付を受けた機 

密情報に関する調査報告書、書類、図面、見本その他一切の資料を保管使用します。 

 

（利害関係人との接触の禁止） 

第７条 当社は、貴院の事前の承認がない限り、本物件の使用者、占有者、賃貸借人、その他本物 

件と利害関係のある第三者と接触しないものとします。 

 

（機密情報の返還） 

第８条 当社は、本件目的の実施が終了したとき又は貴院より請求を受けたときには、直ちに開示 

された本物件に関する一切の機密情報を、貴院の指示に従い貴院に返還又は当社の責任において 

破棄します。 

 

（損害賠償） 

第９条 貴院は、当社が本誓約書に違反したことにより貴院が損害を受けた場合は、当社に損害賠 

償を請求できるものとします。 

 

（準拠法及び管轄裁判所） 

第10条 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に係る問題は日本法に従って取扱うものとします。 

２ 当社は本誓約書に関し、争いが生じた場合は、松江地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする 

ことに同意します。 


